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━令和３年度春闘交渉について━ 

◎日時・場所
令和４年３月 22 日（火）午後３時 30 分～午後５時（中央北生涯学習プラザ 学習室Ａ・Ｂ） 

◎今回の交渉の主な目的
令和４年２月 28 日に「2022「春闘要求書」」が組合から提出されたことを受け、交渉の場を持

った。 

◎組合への回答 
（回答メモ）令和４年２月 28 日付け「2022「春闘要求書」」に対する回答について   別紙１

 （回答メモ）令和４年２月 28 日付け「2022 春闘要求書（その２）」に対する回答に 

ついて                               別紙２

◎具体的な交渉内容

１ 令和３年度春闘について 

協議の要旨 

春闘要求書に対する回答を示した上で、具体的な協議を行った。

組合の主張 当局の回答 

給食調理室の職場環境について 

給食調理室の空調整備について、委託校だけ

でなく、直営校も対応していただきたい。 

財政上の影響も踏まえ、ハード面の整備は優

先順位をつけながら進めるものと聞いており、

他の老朽化している換気設備等の改修も含め、

引き続き検討していくものと聞いている。 

給食調理直営校の調理室は、夏場に室温が相

当高くなることもあるが、労働安全衛生法上の

基準を守れているのか。原局における安全衛生

委員会等において明らかにしていただきたい。

具体的な状況は確認できていない。原局に伝

えておく。 
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本庁舎の空調整備については、今回の回答に

おいて一定のロードマップが示されている。調

理室においても、今後の改修に係るロードマッ

プを示していただきたい。 

予算等との兼ね合いもあり、どの程度、具体

的に示すことができるかは分からないが、原局

に伝えておく。 

アウトソーシング・転職制度等について 

技能労務職の将来像についての回答に具体性

がないが、どのように考えているのか。

これまでの合理化交渉の際にも申し上げたと

おり、アウトソーシングに当たっては、危機管

理の面から一定の体制を確保する必要性も認識

しており、最終的な体制や行政職のポストにど

ういった整理が必要かといったことなど、引き

続き協議・検討していく必要があると考えてい

る。 

転職が原因で、メンタル不調に陥る職員もい

るが、アウトソーシングの方針を転換する考え

はないのか。 

引き続き、アウトソーシング及び転職促進に

ついては、併行して取り組んでいく必要がある

と考えている。メンタル不調の要因は個々に異

なるものであり、引き続き、できる限り丁寧に

対応していく考えである。 

転職制度の内容をより良いものにしていくと

いう意図は組合も理解しているが、もっと抜本

的な対応が必要ではないか。現業、非現業が合

わさったような職場を作って、転職を希望する

職員を受け入れていくような体制・仕組みを設

ける考えはないか。 

まずは、事務・技術学び期間の延長や担当す

る業務の工夫など、転職制度の見直しを図る中

で、転職がうまく進められるよう努めていく。

配置先については、人事調整の範ちゅうでもあ

るため、できる範囲内での話にはなってしまう

が、引き続き意を用いていく考えである。 

基本的には、現所属に近い環境で事務・技術

学び期間を過ごせるようにするなど、転職がよ

りうまく進められるよう工夫していただきた

い。 

現状の課題を踏まえ、転職制度については一

定の見直しを行ったところであり、転職がうま

く進められるよう、しっかりと運用していきた

い。配置先については、転職者全員を受け入れ

るような職場を確保することは難しく、現時点

で具体的な話はできないが、引き続き、制度の

周知等を図りながら、転職者の受入れ風土がで

きている職場を増やしていきたいと考えてい

る。 

人員確保等について 

定数に係る局枠配制度は、廃止できないの

か。 

人口減少や少子高齢化の進展により、今後も

限られた職員数で安定的に行政サービスを提供

する必要がある。職員の総数は簡単に増やせる

ものではなく、引き続き、局枠配という仕組み

を通じて、各局の主体的な取組を促していく。
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局枠配で、局に定数の捻出を要請するのであ

れば、まずは、事業をスクラップする必要があ

るのではないか。 

ご指摘のとおり、仕事を減らさないと、人を

減らすことは難しいことも踏まえ、各局におい

て、主体的に、事業・業務の見直しや、より積

極的な事務改善などを行っていただく必要があ

ると考えている。 

定年の引上げについて 

定年の引上げに当たっては、高齢者部分休業

を導入していただきたい。また、他都市の動向

も踏まえ、リフレッシュ休暇を 60 歳時にも創

設していただきたい。 

高齢者部分休業については、定年の引上げと

併せて、導入の是非についても検討・協議して

いく考えである。また、リフレッシュ休暇につ

いては、現行どおりと考えている。 

新型コロナウイルス感染予防対策について 

パーテーションの設置をはじめ、感染予防対

策消耗品は全庁一括管理の上、各所属において

一定の水準の対策が担保されるようにしていた

だきたい。

職場のパーテーション設置については、市民

や事業者等の対応を行う窓口職場を中心に、必

要な枚数の把握を行った上で昨年度に実施して

おり、現状、多くの所属において何らかの対策

が図られているものと思われるが、引き続き、

新型コロナウイルス感染症対策については、し

っかりと取り組む必要があると考えている。 

有事の際の常勤・非常勤の役割分担について 

新型コロナウイルス感染症への対応に係る体

制確保として職員が従事している応援業務のう

ち、電話応対やシステム入力業務等は、会計年

度任用職員でも担えるのではないか。会計年度

任用職員が担える業務は限られるものの、有事

の際にうまく分担できる仕組みが必要ではない

か。

大規模災害や感染症禍などの有事の際は、基

本的には常勤職員により対応するものと考えて

いるが、引き続き、非常勤職員の役割等につい

て研究していく。 

その他 

春闘のテーマは非常に多岐に渡るため、例年

どおり、諾否期限を設けずに、協議を継続して

いくものと考えるが、どうか。 

了解した。 

２ その他 

組合の主張 当局の回答 

保健師の確保について 

保健師の確保が急務であるが、４月に保健師

の欠員が出ないのか。

当初予定していた８名の新規採用について

は、確保できる見通しである。 
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神戸市は 300 人の体制にするとの報道がある

が、本市の保健師は何人いるのか。本市の人口

が神戸市の３分の１程度であることからする

と、本市も 100 人くらいは必要ではないか。 

本市の保健師の人数については、育児休業等

の状況も踏まえるとこの場で正確にはお答えで

きないが、おおむね 90 人程度であったと思わ

れる。また、体制については、市の独自性等も

あり、必ずしも神戸市の３分の１が適正な数と

はいえないと考えている。 

以 上 

 （給与課）
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令和４年２月28日付け「2022「春闘要求書」」に対する回答について（メモ） 

R４.３.22  

組 合 要 求 回 答 

１ 賃金引き上げに労働条件に関すること 

 ⑴ これまでの労使合意を前提とした賃金体系、人事評価制

度の適正な運用を行うこと。 

 ⑵ 「技能労務職給料表」導入の経過や、これまでの労使合

意に基づき、現業職の将来像を明らかにするとともに、転

職研修体制とフォロー体制を確立すること。また、移行期

間中の定数はオーバー配置を原則とした対応を図ること。 

 ⑶ 持家者の住居手当を復元すること。 

 ⑷ 高卒 14 年 32 歳を目途に４級に、高卒 23 年 41 歳を目途

に５級に改善すること。 

   団体交渉で労使合意した新たな昇格制度について、速や

かに制度化すること。 

 ⑸ 特殊勤務手当について 

① 年末年始勤務について 

    勤務にかかる超過勤務手当も、超勤単価の分子をそれ

ぞれ10％上積みして改善すること。 

② 滞納整理業務 

    2011 春闘で確認した、対象職場へ早急に支給するこ

と。 

１ 

 ⑴ これまでと同様、労使合意を尊重しながら国との均衡

を図った制度運用を行っていく考えであり、また、人事

評価制度についても適正な運用に努めていく。 

 ⑵ 引き続き現業評議会と協議を重ねていきたい。 

   研修体制については、行政職場で必要な知識やスキル

を習得するためのサポートとして行政職を対象としてい

る階層別研修を必修とするほか、各実務研修等を任意で

受講できるものとしている。 

   フォロー体制については、OJTとして、「指導員制度」

を活用して、指導員による、きめ細やかな助言・指導を

行っている。職場外のサポート体制として、人材育成担

当に配置している産業カウンセラーによるキャリア支援

も行っているので、今後も引き続きサポート体制を継続

していく。 

   なお、令和２年度から事務・技術学び期間配置予定者

を対象とした座談会や PC、各種システムの操作を体験で

きるように場を設けるなど、よりきめ細やかなサポート

を行っている。 

   また、事務・技術学び期間中については、再任用短時

間勤務ポストへの配置を基本としつつ、できる限り職場

状況等を勘案した柔軟な対応に努めていく。 

⑶ 現行どおりとする。 

⑷ 現行どおりとする。 

   また、４級昇格の在り方については、これまでの協議

を踏まえ、各職場に応じた「適正な４級ポストの管理」

を行っていくこととしており、職務上係長の職責を要す

るポストについて、その必要性を各局と十分協議・検討

していく。 

   なお、登用に当たっては、所属局長からの内申に基づ

き、４級に求められる能力を総合的に評価した上で任用

を行っていく。 

 ⑸  

  ① 超過勤務を行った場合の手当については、法令に基

づき、今後も適正に支給していく。 

  ②～④ 特殊勤務手当については、今後も必要に応じて

協議を行っていく。 

    なお、防疫作業手当については、特例措置として新

別紙１
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組 合 要 求 回 答 

   ③ 防疫作業手当 

他市でも規定のある、感染類型別手当として支給する

こと。 

④ 法定設置義務資格職ならびに危険を伴う業務に従事す

る職員に対し処遇改善を図ること（手当支給・期間特別

昇給措置等）。 

⑤ 選挙事務従事にかかる、空調未設置投票所の環境改善

を図るとともに、空調未設置投票所従事者および、夜間

準備作業等を伴う投票事務従事者に別途特殊勤務手当を

支給すること。 

 ⑹ LGBT（性的マイノリティ）および不妊治療などを起因と

した通院・手術（入院）にかかる休暇制度（私療休暇）取

得への弾力化を図ること。 

 ⑺ 学級閉鎖等、職員自身の責に類さない養育等の事象発生

時には特別休暇を付与すること。 

２ 時短、人員確保に関すること 

 ⑴ 年度当初に欠員を生じさせないこと。また、年度途中に

生じた欠員については、新規採用し正規職員で補充するこ

と。 

 ⑵ 「局枠配」制度を廃止し、業務の実態に即した人員体制

に改めること。 

⑶ 人員確保欠員補充について 

   各所属別定数を明らかにするとともに、下記の内容につ

いて取組むこと。 

  ① 専門職・技術職補充について 

    特に専門性を有する専門職場・技術職場において年度

途中に正規補充対応を講じること。 

  ② 休職および療養休暇を取得する職員のいる所属につい

ては、臨時職員を補充するのではなく、任期付採用も含

め正規職員を基本に配置すること。 

  ③ 労働安全衛生法が遵守されていない学校給食調理職場

型コロナウイルス感染症防疫等業務手当の支給を行っ

ているところであり、今後も特例措置としての対応を

継続していく。 

    また、法定設置義務資格職の業務に従事する職員の

処遇については、引き続き他都市の状況等を踏まえ、

研究していく。 

  ⑤ 選挙事務については、投票日前日の準備作業、当日

の投開票事務いずれにおいても特殊勤務手当を支給し

ているが、各投票所に係る個別の事情によって、職場

環境や選挙事務の程度等に差が生じることは一定やむ

を得ないものと考えている。 

 ⑹ 不妊治療を起因とした通院・手術（入院）に係る休暇

制度については、今年度から私療休暇により対応できる

よう見直しているほか、来年度からは、令和３年12月27

日に合意した内容（令和３年 12 月 15 日付けメモ）のと

おり、特別休暇を導入することとしている。LGBT（性的

マイノリティー）については、今後他都市の状況等を踏

まえながら研究していく。 

 ⑺ 現行どおりとする。 

２ 

 ⑴ 欠員については、新規採用による補充を行うほか、会

計年度任用職員による対応を行う。 

 ⑵ 人口減少や少子高齢化の進展により、今後も限られた

職員数で安定的に行政サービスを提供する必要があるた

め、各局室における主体的な事業・業務の見直しや、よ

り積極的な事務改善などを行うことで、これまで以上に

働き方改革を意識した各局室による組織マネジメントを

強化し、新たな市民ニーズや行政課題に対応できる持続

可能な執行体制の構築を目指す。 

 ⑶  

   これまでと同様、今後、各局を通じて示していく。 

  ① 欠員が生じている所属については、職種にかかわら

ず、可能な範囲で補充に努めているところである。 

  ② 休職及び療養休暇取得者の代替については、会計年

度任用職員による対応を基本とする。 

  ③ 小学校給食調理師の人員配置については、会計年度
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組 合 要 求 回 答 

の人員配置については、大規模校・小規模校に関わらず

常勤職２名を必置とすること。 

  ④ 休憩時間を確保できるよう、変則勤務・保育職場など

の実態に即し、人員増などの必要な手立てを速やかに講

じること。 

 ⑷ リフレッシュ休暇を60歳時にも創設すること。 

 ⑸ 時間外労働・休日労働の縮減のため、「時間外労働・休

日労働縮減計画」の策定や労働時間管理を徹底し、36 協定

除外職場といえで法令遵守の趣旨を理解し、指導監督体制

を構築すること。 

 ⑹ 時間休暇の取得を 15 分単位とするか、休暇１日分の取り

崩しを８時間とすること。 

 ⑺ 労使合意した「年次有給休暇の積み立て制度」につい

て、取得要件を定め早急に創設すること。 

 ⑻ 三六協定を遵守するとともに、第 16 号職場（本庁等）で

も協定の趣旨を尊重すること。 

   また、所属職員の超過勤務の平均が 30 時間を越える所属

については、その実態を明らかにするとともに、業務に必

要な人員を配置すること。 

   特に、単独で月 80 時間を超える時間外・休日労働が発生

している職場については、当該時間外等労働の命令権者に

対する指導の強化と指導内容を公表すること。 

 ⑼ 超過勤務手当の支給を予算がないことを理由に、代休の

強制やサービス超勤の強制をしないこと。 

 ⑽ 育児休業を取得した職員の代替については、正規職員を

配置すること。 

 ⑾ 子の看護等に関する休暇及び短期介護休暇について、兵

庫県並みの両立支援休暇制度として創設すること。また現

行取得単位を 15 分単位および一人目より 10 日間の取得を

可能とし、柔軟な運用と年度繰越を認めること。 

 ⑿ 育児時間の子の対象年齢を小学校３年生までに拡大する

こと。 

任用職員を含め、食数に応じた配置基準に基づき行っ

ている。 

    なお、一時的な欠員が生じた場合は、他校からの応

援による対応を基本としている。 

  ④ 休憩時間については、引き続き、適切に確保できる

よう努めていく。 

    なお、変則勤務職場・保育職場等について、現在、

様々な工夫によって対応しているが、その都度、市民

サービスを低下させない等の原則に従う中で、効果的

な手法等があれば可能な限り速やかに実施できるよう

努めている。 

⑷・⑹・⑺・⑾・⑿ 現行どおりとする。 

 ⑸・⑻・⑼ 超過勤務等の命令については、上限規制の導

入や事前命令の徹底等も踏まえ、適正に行うこととして

いるところであり、引き続き、職員のワークライフバラ

ンスの推進や健康管理の観点からも、業務遂行の手法を

工夫するなど、超過勤務等の縮減等に向けた取組を継続

していく。併せて、超過勤務等の命令権者に対して、適

正管理に向けた注意喚起を行っていく。 

 ⑽ 育児休業者の代替については、可能な限り常勤職員を

基本とする対応を行う。 
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組 合 要 求 回 答 

３ 人員配置ならびに職員権利行使について 

 ⑴ ILO 配置基準を明確にするとともに、組合員資格を有する

職員のILO配置については、本人同意の上配置すること。 

 ⑵ 本部役員、中央委員及び支部役員の異動については、当

該支部または本人と事前協議を行うこと。また、組合組織

力低下を招く信義則を欠いた人事異動を改めること。 

４ 再任用制度・定年延長に関すること 

 ⑴ 再任用職員を組合との合意なく、当局都合により、一方

的に正規定数を嘱託定数に置き換えないこと。また、再任

用職員（短時間勤務職員も含む）に欠員が生じるときは、

正規（40時間）職員にて補充すること。 

 ⑵ 再任用制度に係る雇用、賃金・労働条件及び職場配置に

ついては、引き続き、組合と協議し、再任用職員の管理職

配置を行わないこと。 

 ⑶ 定年延長に関する賃金労働条件の骨格を示し、今後の在

り方について協議すること。 

 ⑷ 短時間再任用職員枠について、所属より希望があれば、

行政事務員への切替を行うこと。 

 ⑸ 高齢者部分休業制度を確立すること。 

５ 公正・公平な評価制度に関すること 

 ⑴ 「尼崎市職員の分限処分に関する指針」に基づく職員指

導観察の実施については、組合と十分に協議すること。 

 ⑵ 人事評価制度における昇給・一時金反映については、公

平公正な評価とし、各局別所属毎の評価分布数を明らかに

すること。 

 ⑶ 評価制度及び評価基準については、公正・公平・透明性

を確保するため、今後も組合と十分に協議すること。 

６ 福利厚生に関すること 

⑴ 法に基づく雇用主の責任を果たすため、事業主としての

負担を担い、福利厚生事業の充実向上を行うこと。 

⑵ 短時間勤務職員等の共済組合移行に際し、不利益が生じ

ないよう丁寧な対応を行うこと。 

７ 職場の環境改善に関すること 

 ⑴ すでに合意している１人１ロッカーを早期に実施すると

ともに、各所属別管理を徹底し、更衣室、トイレ（全室洋

式の設置等）、洗面所、湯沸場等の改善を行い、照明が LED

化されていない所属の早急な改修とともに、働きやすい職

３ 

 ⑴・⑵ 管理職員等の ILO 職員の範囲については、これま

でも公平委員会規則で定めているところである。 

また、職員の人事配置については、自己申告書等によ

り職員の希望や健康状況・子育て・介護等の状況を把握

し、組織として可能な範囲でその内容に配慮した対応を

行ってきているところであり、今後も同様に努めていき

たい。 

４ 

 ⑴ 従前より再任用労使協において協議を行ってきている

ところである。再任用職員の欠員が生じたときは、その

欠員ポストの勤務時間をみて、常勤職員や会計年度任用

職員（非常勤OB事務員）等による対応を行う。 

 ⑵ 今後も必要に応じて協議していく。また、これまでの

労使協議を踏まえ、再任用職員の係長以上への配置を行

わないように努めているところである。 

 ⑶ 国の動向等も踏まえ、定年の引上げについて検討・協

議していく。 

 ⑷ 非常勤行政事務員は、特定の知識・経験等、一定の専

門性を必要とする職であることを踏まえ、業務の内容を

精査した上で、その必要性も含めて個別に検討する。 

 ⑸ 定年の引上げと併せて、高齢者部分休業制度の導入の

是非についても検討・協議していく。 

５ 

 ⑴ 職員指導観察制度について、今後も必要がある事項に

ついては協議していく。 

 ⑵・⑶ S・A 分布者の動向については、必要に応じて対象

者が特定されない範囲において情報提供を行っていくと

ともに、人事評価の実施結果について検証、協議してい

く。 

６ 

 ⑴ 財政状況、社会情勢、公費負担の妥当性等を踏まえ

て、適切かつ効率的な事業の展開に努める。 

 ⑵ 共済組合の方針に従って適切に対応していく。 

７ 

⑴ 働きやすい職場環境づくりについては、本市の厳しい

財政状況の下、限られた財源の中で優先順位付けしなが

ら対応したいと考えており、具体的な要望があれば調整

したい。なお、１人１ロッカーや男女別の休憩室につい
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場環境づくりに努めること。特に、本庁職場における休憩

室を早急に回復し、男女別に設置・改善すること。 

 ⑵ 本庁舎改修後の職員用駐輪場に屋根や照明等を設け、設

備改善を図ること。 

⑶ 空調関係 

 ① 本庁舎の空調設備（湿度調整機器）の改善を早急に図

り、ビル管理法違反を是正すること。 

 ② 学校給食調理場において、熱中症対策として、国の補

助金等を活用した空調設備を設置すること。 

 ⑷ 市民クレームが頻繁に発生する所属に対して、危害防止

の観点で受付カウンターの見直しや待合ロビーの環境整

備、職員フォロー体制の構築を早急に行うこと。 

   また、市民の人権差別発言に対する対応マニュアルや市

民啓発の向上を図る取組みを行うこと。 

 ⑸ 職種を問わず、全職員にパソコンを配置すること。 

ては、本庁舎内の限られたスペースの有効活用の観点か

らロッカーや休憩室の利用実態を見ながら検討する必要

があると考えている。 

  また、本庁舎のトイレの洋式化については、各館各階

に１か所以上となるよう令和２年度に改修工事を行っ

た。 

  なお、本庁舎の LED 化未実施の場所については、令和

４～５年度に工事を実施予定としている。 

 ⑵ 職員用駐輪場については、令和２年度に、外灯改修工

事を実施し、照度（明るさ）の改善を図っている。な

お、屋根の設置については、市民用駐輪場にも屋根が完

備できていない状況にあるため、現在のところ、職員用

駐輪場に屋根を設置する考えはない。 

 ⑶ 

  ① 本庁舎の空調機は老朽化が著しく、補修対応も困難

なため設備更新が必要な状況であり、今後、延命化対

策事業において空気調和設備を改修すべく計画してお

り、北館４～６階は令和３年度に実施し、南館は令和

４年度、その他の部分は令和７年度以降の予定となっ

ている。それまでの期間については定期的な換気等、

自衛対策を促していくとともに、今後についても有効

な手段がないか、引き続き検討していく。 

  ② 給食調理室への空調整備については、これまで給食

調理室の改築に併せ、整備しているところである。既

設の給食調理室への空調整備については、相当の財政

的負担を要するものであり、他の老朽化している換気

設備等の改修も含めて、引き続き検討していく。 

⑷ これまでの耐震補強等工事に伴う移転や窓口職場の再

配置を通じて、受付カウンター等に係る各所属からの要

望に対し一定の対応ができたものと考えるが、具体的な

要望があれば調整したい。今後とも快適な職場環境の整

備に努めていくとともに、困難事案への職員フォロー体

制等を含め、職員が集中して取り組むことができる業務

執行体制の構築を目指していく。 

   また、令和３年６月に策定した「尼崎市人権文化いき

づくまちづくり計画」に基づき、市民一人ひとりが様々

な人権問題について理解を深め、人権は他者の問題では

なく自分の問題であると気づけるよう、生活の身近な場

で人権について学び続けるために、様々なテーマの講演

会や学習会を実施していく。 

 ⑸ 各所属が技能労務職・行政職の区別なく必要であると
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 ⑹ 聴覚障害職員に対する情報保障（手話・要約筆記）と平

等に研修を受講できる体制の強化（人事当局として正規職

手話通訳士の配置・現行設置通訳士の配置強化）の確立を

行うこと。また「障害者差別解消法」の観点からも、全て

の障害を持つ職員への環境改善を行うこと。 

 ⑺ 労基法の変形労働時間制度を採用する職場においては、

当該職場の変則性等に配慮し労基法最低基準に留まること

なく、勤務条件・労働条件の改善・向上を図ること。 

 ⑻ 教育・障害福祉センターの施設管理について 

  ① 同施設の庁舎管理に関する部署を明確にすること。 

  ② 同施設の警備員配置もしくは巡回警備体制を図るこ

と。 

 ⑼ 所定勤務時間内に事務処理が完了できるよう、窓口開庁

時間の変更も含めて改善を図ること。 

８ 職員の健康保持対策について  

 ⑴ 妊娠中に限らず母体保護の観点で女性職員の、業務内容

や業務量について十分に配慮し、原則超過勤務命令の免除

等配慮すること。 

 ⑵ インフルエンザ等の感染症罹患の場合、新型コロナウイ

ルス感染症同様の取扱いとし、特別休暇対象とすること。 

 ⑶ 新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染予防対策消耗

品は全庁一括管理の上、所属へ配布すること。 

９ 会計年度任用職員制度に関すること 

 ⑴ 会計年度任用職員制度に関する勤務労働条件について

は、今後も労使で誠実な協議を行い発展させること。 

 ⑵ 行政事務補助員（臨時職員）の休暇制度等、労使協議で

当初説明していた行政事務員（嘱託職員）と同様の取扱い

判断したパソコン台数を配置しているところである。ま

た、配置台数の範囲内において、各所属から申請があれ

ば、技能労務職・会計年度任用職員を問わず配置の台数

以上の利用者登録ができる状態にしている。 

 ⑹ 研修においても既に一部実施しているところである

が、聴覚障害のある職員と意見交換を行いながら、情報

保障の在り方について引き続き検討していく。 

   また、障害のある職員への合理的配慮の在り方につい

ても、当該職員との意見交換を行いながら検討してい

く。 

 ⑺ 現行どおりとする。 

 ⑻  

  ① 教育・障害福祉センターは教育委員会執務室、福祉

関係施設、立花体育館の複合施設であり、その施設管

理については、教育委員会執務室は庁舎管理課、福祉

関係施設は障害福祉政策担当、立花体育館はスポーツ

推進課が行っている。 

  ② 本庁舎では、多数の来庁者への対応や時間外（17 時

30分から翌日８時45分）の各種申請受付等のために常

駐している。その他の施設においては、機械警備にて

対応を行っている。 

 ⑼ 現行どおりとする。 

８ 

 ⑴ これまでも妊娠中に限らず母体保護の観点から配慮し

ているところであり、引き続きその運用に努めていく。 

 ⑵ 現行どおりとする。 

   なお、私傷病により療養を要する場合については、年

次休暇や私療休暇等で対応しているところである。 

 ⑶ 手指消毒剤等については個別に対応することとしてい

るが、職場のパーテーション設置については、市民や事

業者等の対応を行う窓口職場を中心に、必要な枚数の把

握を行った上で昨年度に実施したところである。 

９ 

 ⑴ 今後も引き続き協議を行っていく。 

 ⑵・⑶ 現行どおりとする。 
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とすること。 

  ※私療休暇・夏季休暇等  々

 ⑶ 会計年度任用職員に勤勉手当を支給すること。 

 ⑷ 会計年度任用職員に対して接遇研修をはじめ多様な人材

育成研修を行うこと。 

10 地域雇用創出に関すること 

  自治体・尼崎市地域の雇用創出策として、介護、保育、保

健、医療、環境保全、学校教育現場など地域公共サービスの

分野を中心に、将来にわたり社会的に有用な雇用を創出する

こと。 

  また、就職氷河期世代への雇用拡大については今後も取組

むこと。 

11 自治体の公契約に関すること 

 ⑴ 「公共調達基本条例について」は労働者の雇用の安定、

適正な賃金水準を目指し、賃金条項を付加すること。 

 ⑵ 指定管理者制度の導入にあたっては、事前に組合と協議

するとともに、営利を目的とする法人等を排除すること。

また、指定管理者団体の情報公開制度を契約内容とし、導

入後の検証体制を確立すること。 

 ⑶ 派遣職員の受け入れについては、組合と事前協議を前提

に短期的・専門的業務とし、恒常的業務への導入は行なわ

ないこと。また、その後の検証結果を明らかにすること。 

12 民主的な地方自治に関すること 

 ⑴ 組合に対し、毎年度尼崎市の財政状況を明らかにし、財

政運営の責任を明確にすること。また特別会計にかかる先

行土地取得における経年の予算措置状況を明らかにするこ

と。 

 ⑵ 「地方行政」による行政サービスの切り捨て施策を改

め、住民福祉の拡充と市民生活基盤の整備を中心とした施

策を行うこと。 

 ⑷ 各職場の業務内容に応じて実施する指導育成や職場研

修に加えて、その他必要な知識習得や能力向上のため

に、希望制の実務研修、パソコン研修、階層別研修の対

象とし、受講機会を提供しているところである。 

10 

  引き続き、市内経済団体や労働団体、行政機関等による

阪神地域雇用対策三者会議等で雇用情勢等に即した課題の

共有や今後の具体的取組等について情報交換を行い、雇用

創出に向けたより効果的な施策の検討を行う。 

  また、就職氷河期世代の採用については、令和２年度か

ら、事務職の募集・試験を実施している。 

11 

 ⑴ 賃金条項については、①賃金額は使用者と労働者との

間で決めるべきものであること、②経営者の裁量や経営

に及ぼす影響が大きいこと、③政策効果を踏まえた適正

な水準の賃金設定が困難であることなどから、尼崎市公

共調達基本条例に盛り込む考えはない。 

 ⑵ 指定管理者制度の導入に当たっては、当該制度の主旨

を踏まえ、適切な団体を選定しているところであるが、

その中で、必要な事項については組合と協議していく。 

   また、指定管理者の情報公開や導入後の運営状況の検

証についても、引き続き適切に対応していく。 

 ⑶ 派遣職員については、行政事務の新たな担い手として

の活用の可能性を今後も現場の意見を踏まえた中で検討

していくものであり、その実施に当たっては、適切な運

用のための職場の受入れ体制等の整理など、法令を遵守

する中で行っていきたいと考えている。 

12 

 ⑴ 本市の財政状況については、ホームページや市報を通

じて公表しているところであるが、今後ともできるだけ

分かりやすい説明に努め、財政状況についての理解を得

るよう努力していく。 

 ⑵ 地方自治体は、住民福祉の増進を図ることを基本とし

て、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役

割を広く担うものであり、地域の特性を生かした暮らし

よいまちづくりとしての都市基盤整備も含めて、ソフ

ト、ハード両面にわたるまちづくりを進めている。 

   しかしながら、新型コロナウイルス感染症の社会経済
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 ⑶ 現業直営力を保持すること。その為に、現業職員や現業

職場の将来像を確立するため、組合と事前協議を行うこ

と。 

 ⑷ 一方的に発表された、少子高齢社会に対応するアウトソ

ーシング方針については、これまでも紳士的に行われてき

た労使協議を基調とする対応とし、「合理化」提案にあた

っては、これまで労使で確認している「６か月前提案」に

こだわらず、それ以前にも協議すること。 

 ⑸ 緊急性を要しない大型建設プロジェクトを見直し・凍結

し、その財源を市民生活に密着した施策に活用すること。 

 ⑹ 職員が尼崎市における地域活動に活発に参画できるよう

条件を整えること。 

 ⑺ 現業職員の労働条件の変更は、労使対等原則を根底とす

る労使相互の民主的な話し合いに基づき決定されるもので

ある。条例・要綱等の変更を根拠に、一方的労働条件の変

更及び運用を行わないこと。

情勢への影響が見通せない状況であることに加え、今後

も社会保障経費の増大が見込まれる中、持続可能な行財

政基盤の確立を目指し、更なる行財政改革の取組を進め

るとともに、総合計画に掲げる「ありたいまち」の実現

に向け、将来を見据えた施策を積極的に推進していく。 

 ⑶ 技能労務職の課題については、今後も引き続き、労使

協議の場を活用して話し合っていきたい。 

 ⑷ 今後の超少子高齢社会に対応するためのアウトソーシ

ング方針については、これまでも必要な協議を行ってお

り、今後も必要な事項については協議していく考えであ

る。 

   また、「６か月前提案」については、従前からの労使

確認に基づき行っているものであるが、今後とも組合の

理解と協力を求める姿勢を基本として話し合っていきた

い。 

 ⑸ 投資的事業については、将来の財政負担や投資効果等

に十分留意する中で調整等を行っており、現在、緊急性

を要しない大型建設プロジェクトは計画していない。 

 ⑹ 地域活動への活発な参画は意義のあるものと考えてお

り、現行制度の範囲内で対応していただきたい。 

 ⑺ 労働条件を変更する場合は、これまでも労使で協議し

ており、今後も協議していきたい。 

以 上 

（給与課） 
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令和４年２月28日付け「2022春闘要求書（その２）」に対する回答について（メモ） 

R４.３.22  

組 合 要 求 回 答 

－住民の健康と福祉に関すること－ 

１ 少子・高齢社会に対応した保健、医療、福祉施策を確立す

ること。 

⑴ 福祉分野に関すること 

  ① 南北保健福祉センター設置に伴う、南北市民課機能格

差を解消すること。 

  ② 本庁障害福祉課、南北保健福祉センターに手話通訳士

の定数を確保すること。 

  ③ 病欠、育休が多数発生している福祉事務所のケースワ

ーカーの配置基準については、80：１を遵守すること。

また査察指導員（SV）配置基準も遵守するとともに、早

急な人員配置を行うこと。 

  ④ 常勤職と非常勤職構成比率については常勤職比率を高

め、毎年のように繰り返される制度改正に対応できる体

制を整えること。 

  ⑤ 健常者と障害者が共に参加し、平等を基調とした障害

者関連施策の充実をはかること。 

  ⑥ 歩行者、自転車の交通事故防止のための道路交通施策

の改善、ならびに高齢者運転事故防止に関する施策を充

実させ交通安全施策を拡充すること。 

１ 

 ⑴ 

  ① 市民の利便性の観点から市民課機能を保健福祉セン

ターに併設するメリットは認識しているが、これまで

の公共施設の集約・再編の考え方や、厳しい財政状

況、限られた人員配置の中では困難な状況である。 

  ② 現行どおりとする。 

なお、定数どおりの人員確保に努めているほか、行

政事務支援システムのコミュニケーションツールを活

用し、出先機関の窓口に来庁した手話通訳を必要とす

る市民の方と本庁の手話通訳者を介してコミュニケー

ションを取る仕組みも導入しているところである。 

  ③ ケースワーカー及び SV の配置数については、標準数

等の定められた配置基準の確保に向け努力していく。 

    なお、休職及び療養休暇取得者の代替については、

会計年度任用職員による対応を基本とし、育児休業取

得者の代替については、可能な限り常勤職員による対

応を基本としているところである。 

  ④ 毎年度、それぞれの部署の状況に応じて体制強化等

に努める。 

  ⑤ 障害者関連施策については、これまでもノーマライ

ゼーションの考え方に基づき、共に生きる社会の構築

を目指して、その充実を図っているところである。 

平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行され、障害

者差別に関する相談窓口や関係機関等のネットワーク

を構築していくため、「障害者差別解消支援地域協議

会」を開催して協議を進めている。 

また、地域の交流の場となる「ミーツ・ザ・福祉」

の開催や、情報の確保等を支援するための「意思疎通

支援事業」の実施など、障害者の社会参加に向けた取

組を進めている。 

  ⑥ 道路施設での安全対策については今後も継続して取

組を進める中で、全ての人々にやさしいまちづくりの

一環として、バリアフリーにも充分配慮した道路の整

備、改善に努めていく。 

別紙２
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組 合 要 求 回 答 

 ⑵ 保健衛生分野に関すること 

  ① 危機管理体制の脆弱性が明らかになった新型コロナウ

イルス感染症対策において、人材育成策も含めた専門職

を増員すること。また、有事の際の常勤職および非常勤

職の役割を明確化すること。 

  ② 保健師等の専門職には基本的に専門職分野の業務に従

事させること。 

 ⑶ 保育分野に関すること 

  ① 子どもの権利条約を基本として、保育内容の充実を図

るとともに、公立保育所の充実を図ること。 

  ② 公立保育所の民間移管方針を撤回し、移管比率を見直

すこと。現行の公立保育所での運営を行うこと。また、

移管が決定した保育所については、保護者の不安を少し

でも取り除くために、移管前の共同保育の期間を十分に

    また、交通安全については、引き続き市内小中高校

での自転車教室の実施をはじめとする交通安全教育や

啓発活動を警察等の関係機関と連携して実施していく

とともに、自転車の安全適正利用のため指導を強化し

ていく。また、高齢運転者に対しては、免許返納制度

の広報を充実させるなど、事故防止に努めていく。 

 ⑵ 

  ① 新型コロナウイルス感染症については、感染拡大の

状況等に応じて迅速かつ柔軟に対応していく必要があ

るため、災害発生時と同様に、庁内応援体制を構築

し、全庁横断的に対応している。 

    また、感染症対策に限らず、今後も限られた職員数

で安定的に行政サービスを提供する必要があるため、

引き続き人材育成に努めながら、既存事業や業務手法

の見直し等により生み出した人員を体制強化が必要な

分野に振り向けるなど、持続可能な執行体制の構築を

目指す。 

    なお、大規模災害や感染症禍などの有事の際は、基

本的には常勤職員により対応するものと考えている

が、引き続き、非常勤職員の役割等について研究して

いく。 

  ② 保健所及び保健福祉センターが、地域保健対策や健

康の増進等の公衆衛生の向上を図るためには、専門職

が十分に力を発揮することが重要と考えているため、

それに必要な体制の確保に努める。 

 ⑶ 

  ① 「公立保育所の今後の基本的方向」の中で、公立保

育所の今後の在り方についての基本的な考え方を示し

ている。 

    その中で、地域における子育て支援事業の協力・連

携機関としての役割など、公立保育所の３つの役割を

掲げ、一部例示的な事業を示しているが、そうした役

割を実現するための具体的な取組の一つとして、公立

保育所の整備事業に着手している。また、保育の質の

向上事業として、各種研修、研究を実施する等、保育

内容の充実にも取り組んでおり、引き続き、保育内容

の充実を図っていく。 

  ② 平成 28 年度当時の本市の財政状況は引き続き非常に

厳しい状況であった中、保護者が必要とされている０

歳児保育を中心とした保育ニーズへの適切な対応や老

朽化した保育施設の環境改善、待機児童の解消等を適
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組 合 要 求 回 答 

保障すること。 

  ③ 民間移管方針に関しては、これまでの移管先法人にか

かる事業費に占める人件費比率、平均年齢、定着率、事

故発生率等の検証実施を行い明らかにすること。 

  ④ 保育士の配置基準については、尼崎市社会保障審議会

基準を遵守すること。また、延長保育、障害児保育の実

施体制にあたっては、正規職員による配置を行い、保育

内容の向上を図ること。 

  ⑤ 保育士定着に向けた施策を講じるとともに、とりわけ

男性保育士の職場環境改善に向け取組むこと。 

切に進め、より効率的な保育所運営を図っていくため

には、引き続き民間移管に取り組む必要があると考え

ていたことから、市民意見聴取プロセスの手続を経

て、平成 28 年度末に「第４次 保育環境改善及び民間

移管計画」を策定した。 

当該計画を推進していくために、平成 31 年度に民間

移管を行った塚口北保育所、令和２年度に民間移管を

行った富松保育所、令和３年度に民間移管を行った神

崎保育所のほか、既に移管法人が決定した元浜保育所

及び七松保育所や令和６年度移管予定の南武庫之荘保

育所の民間移管に係る手続を進めているが、民間移管

の実施に当たっては、移管の実施基準に基づき、移管

前の共同保育や、移管後においても移管前の所長等が

移管先の保育園を訪問し保育内容の確認や子どもの見

守りを行うなど、保護者の不安解消を図りながら進め

ている。 

  ③ 民間移管の場合、保護者の不安解消を図ることが大

切であると考えているため、検証作業の中では、移管

半年後の保護者アンケートを中心とした分析を行って

いるものである。 

    そのため、人件費比率、平均年齢、定着率、事故発

生率等までは検証していないが、選定委員会による選

定の中で移管先法人の経営状況を確認したり、保護者

の意見を聞いたりするなど、いずれも民間移管の実施

基準に沿って手続を進める中で、保護者の不安解消に

努めている。 

    一方、満足が得られていない保護者の意見もあるこ

とから、三者協議会で継続して協議し、必要な改善も

図ってきている。 

  ④ 保育士の配置基準については、国で定める基準を基

本に積算し、特別保育事業等に係る人員を配置するこ

ととしている。なお、３歳児においては、国が定める

運営費の加算措置を踏まえ国基準以上の 15：１として

運用している。 

    また、延長保育及び障害児保育の実施に当たって

は、会計年度任用職員制度を活用し、保育へ支障のな

いように対応していく。 

  ⑤ 男性保育士の職場環境の改善については、各保育所

の面積の問題もあり一律の対応は困難な面もあるが、

限られた予算の中で施設の状況を踏まえて対応してい

く。また、令和３年７月に尼崎市保育士・保育所支援
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組 合 要 求 回 答 

２ 快適な生活環境を守る清掃行政の確立をめざし、収集、市

民啓発事業、処理体制の直営を堅持すること。 

３ 学校給食の充実をはかり、技能調理師を活用し、民間委託

の実情を検証するとともに、有事に対応できる直営部門を保

持すること。また、欠員を早急に補充する等、業務が円滑に

遂行できる人的体制を整えること。 

４ 子どもの安全・安心を守る体制づくりと、学校校務員業務

の充実を行うこと。 

５ 東南海トラフ大地震に対して、減災が図れる施策、災害か

ら復旧への市民対応への即応性を高める非常時特別行政執行

体制を確立させること。 

センター「あまのかけはし」を開設しており、保育士

の就職支援や保育所への雇用支援、保育士に対する相

談支援などを行い、保育士の定着に努める。 

２ 清掃行政については、市民の日常生活に密着した基盤と

なる行政サービスであることから、適正な業務の遂行を確

保するとともに、行政の一部門としてより効率的、効果的

な体制づくりが求められている。今後の執行体制について

はアウトソーシング方針等に基づき、市の責務を踏まえる

中で検討を進めているところである。 

３ 民間委託校における給食調理業務の実施状況について

は、各学校給食運営委員会における検証及び児童、教職

員、保護者のアンケートを行った結果により、尼崎市が定

めた仕様書及び尼崎市衛生管理基準・作業管理基準に基づ

き適正に行われていることが確認できており、今後も適宜

検証を行っていく。 

  また、引き続き、調理師の人事異動や退職動向等を勘案

する中で委託化を進めていくものとする。 

  なお、人員配置については、配置基準を原則とし、業務

の実施に支障が生じないよう責任をもって対応していく。 

４ 教育施設、特に学校園における安全管理については、不

審者対応マニュアルの整備などを通した教職員の危機管理

意識の向上、また、安全管理員の配置や校門遠隔施錠シス

テムの運用などによる外来者確認の徹底、その他防犯教育

の充実等に取り組んでいるところである。さらに、令和元

年 10 月から、安全環境の最適化を図るため、小学校・特別

支援学校に対し、防犯カメラ等の設置の取組を進めている

ところである。 

また、校務員業務については、研修の実施に加え、作業

日誌の全校拡大など、充実策に取り組んでいるところであ

る。現在の委託校である13校については、令和４年度以降

も引き続き委託し、アウトソーシングの効果検証も行いな

がら、引き続き業務の充実に向けた取組に努めていきた

い。 

５ 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、市民の円滑

な避難行動を支援する各種取組や地域の防災力向上に継続

して取り組んでおり、加えて、平成 30 年度には被災者を支

援するための被災者支援システムを導入する等、防災・減

災に向けた様々な施策を実施しているところである。 

  また、大規模災害発生時には、災害対策本部を設置し、

全職員が対応にあたる執行体制とするとともに、行政も被

災することを踏まえ、災害時に優先度の高い業務から必要
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６ ダイバーシティーの取組みを深めること。 

2020 年３月に施行された、「尼崎市人権文化いきづくまち

づくり条例」の具体化をめざし、実態調査の実施等本市にお

ける人権課題の解消にむけた施策をより一層推進すること。 

な資源を割り当てることができるように、事前に通常業務

の優先度を整理する取組を平成 28 年度より実施するなど、

即応性の向上を図っている。 

６ 本市においては、「尼崎市人権文化いきづくまちづくり

条例」に基づき、令和３年６月に「尼崎市人権文化いきづ

くまちづくり計画」を策定し、一人ひとりがかけがえのな

い存在として尊重されるまちを目指し、ダイバーシティの

取組を推進する。 

同計画に基づく取組を推進していくためには、それぞれ

の人権問題について、その実態を把握することが重要であ

るため、必要に応じてアンケート調査を行うなど実態把握

に努める。 

以 上 

（給与課） 


